
男性職員も育児休業を取得できますか？ 

 できます。 

 育児休業は、男性、女性を問わず取ることができる制度です。 

 生まれてきた子が３歳の誕生日を迎える前日まで取ることがで

き、期間内であれば期間の延長も可能です。 

  令和４年１０月に法律が改正されて、育児休業は２回、さらに

男性職員は産後パパ育休（男性職員が、子どもの出生日から５７

日までの間に取得する育児休業）も２回取ることができるように

なったので、家庭や仕事の状況に応じて分割して取ることができ

るなど、取りやすい制度になりました。 

 育児休業を取ることで、日々成長する子どもの様子や、子育て

の楽しさや大切さ、苦労を夫婦で共有できると共に、仕事に戻っ

てからのモチベーション向上やワークライフバランスの実現にも

つながるので、職場としても育児休業を積極的に勧め、子育てを

する職員を応援しています。 

 高松高検では、該当する男性職員はほぼ育児休業を取得してい

ますよ。 
 ←Ｑ＆Ａにもどる 

Ｄ（Ｈ９年入庁） 

検察事務官 

ゴルフが上手になる 

方法をおしえて！ 

https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_takamatsu/page1000001_00017.html#anchor4

